
〜
あ
な
た
の
大
切
な
人
と

　
　
　
　
　
　
　
財
産
を
守
る
た
め
〜

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
・
自
筆
証
書

遺
言
書
保
管
制
度
に
関
す
る
説
明
会

期
日　

11
月
８
日
㈮
、
12
月
11
日
㈬
、

令
和
７
年
１
月
21
日
㈫
、
２
月
19
日
㈬

時
間　
午
前
10
時
〜
11
時（
各
日
１
回
）

場
所　
前
橋
地
方
法
務
局
富
岡
支
局

（
富
岡
市
富
岡
１
３
８
３
‐
６
）

参
加
費　
無
料

申
込
方
法　
事
前
予
約
制
で
す
。
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ

▼
前
橋
地
方
法
務
局
富
岡
支
局

☎
(62)
０
４
０
４

　

11
月
13
日
㈬
〜
19
日
㈫
ま
で
、
夫
・

パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー

カ
ー
な
ど
、
女
性
の
人
権
に
関
す
る
相

談
・
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
の
電
話
相
談

窓
口
の
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
と
法
務
局
職
員
が
対

応
し
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

専
用
電
話
番
号
【
全
国
共
通
】

☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

（
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
の
接
続
不
可
）

受
付
時
間　

▼
月
〜
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時　

▼
土
・
日
曜
日

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

問
い
合
わ
せ 

前
橋
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
６
６

　

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

「
計
量
器
」が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

群
馬
県
計
量
検
定
所
で
は
家
庭
の
体

重
計
や
料
理
用
は
か
り
な
ど
の
精
度
確

認
の
依
頼
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま

た
、
計
量
に
つ
い
て
の
相
談
に
も
応
じ

て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

相
談
日
時　
月
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
（
土
日
・
祝
日
・
年
末
年

始
を
除
く
）

相
談
方
法　
来
所
ま
た
は
電
話

相
談
・
問
い
合
わ
せ

前
橋
市
下
大
島
町
81
‐
13

群
馬
県
計
量
検
定
所

☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐

２
４
３
６

　

講
話
内
容
ご
と
に
参
加
者
を
募
集
し

ま
す
。
気
に
な
る
講
座
に
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

期
日
・
講
話
内
容　

①
11
月
27
日
㈬

　

腎
臓
機
能eGFR

に
つ
い
て

②
12
月
11
日
㈬

　

骨
粗
し
ょ
う
症
に
つ
い
て

時
間　
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
所　
に
こ
に
こ
甘
楽　

会
議
室

講
師　
町
管
理
栄
養
士

費
用　
無
料
（
試
食
あ
り
）

定
員　
①
②
各
10
人
（
申
し
込
み
順
）

申
込
期
限　

①
11
月
22
日
㈮　

②
12
月
６
日
㈮

そ
の
他　
電
子
申
込
も
で
き
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　

に
こ
に
こ
甘
楽　

健
康
課
保
健
係

☎
(67)
５
１
５
９

　

買
い
物
や
ご
み
出
し
、
家
事
支
援
な

ど
で
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
「
生
活

支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
）」
の
養
成
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

　

あ
な
た
の
力
を
地
域
で
生
か
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

日
時　
11
月
29
日
㈮　

午
後
１
時
30
分

〜
３
時

場
所　
に
こ
に
こ
甘
楽　

地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

内
容　

◎
高
齢
者
の
現
状
と
各
種
制
度
に
つ
い
て

◎
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て　

◎
現
任
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
報
告
な
ど

申
込
期
限　
11
月
22
日
㈮

申
込
・
問
い
合
わ
せ

甘
楽
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
(74)
５
７
０
０

「
那
須
庵
」
の
営
業
時
間
・
定
休

日
を
11
月
５
日
か
ら
変
更
し
ま
す

営
業
時
間　
11
時
〜
午
後
２
時

午
後
２
時
3030
分分

（
閉
店
30
分
前
に
入
店
）

定
休
日　
水
・
木
・
金金  

曜
日

問
い
合
わ
せ　

産
業
課
農
林
係　

☎
(64)
８
３
１
９

電子申請はこちらから

詳しくはこちら

全
国
一
斉 

「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

生
活
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
研
修

食
生
活
改
善
教
室

    
            

講
座
・
講
習

講
座
・
講
習

カット_おしらせ

カット_その他

カット_講演

カット_若葉

カット_カレンダー

カット_ノート

カット_試験

カット_募集

カット_クラッカー

カット_家族

カット_手のひら

カット_本

11
月
は

計
量
強
調
月
間
で
す

詳しくはこちら

前
橋
地
方
法
務
局

か
ら
の
お
知
ら
せ

甘楽町役場　　☎74 - 3131（代）　 FAX  74 - 5813（代）
にこにこ甘楽　☎67 - 7655（代）     FAX  67 - 7066（代）

広報かんら／2024.11.123 広報かんら／2024.11.123


